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1. 基本理念 

ひがしおおさか水道ビジョン 2030 では、①厚生労働省の「新水道ビジョン」における基本理

念、②東大阪市の現行水道ビジョンの将来像、③東大阪市第 3 次総合計画の目指す将来像を参考

に、基本理念及び本市水道事業の目指す姿を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

厚生労働省 
新水道ビジョン 
【基本理念】 

『地域とともに、信頼を未
来につなぐ日本の水道』 

東大阪市 
水道ビジョン 
【将来像】 

『健やかな(健全な)
上水道』 

東大阪市 
第 3 次総合計画 

【将来像】 

『つくる・つながる・ひびきあう
－感動創造都市 東大阪－』 

ささえる・つながる・未来につなぐ 

－ 健全水道 東大阪 － 

『基本理念で示す東大阪市水道事業の目指す姿』 

市民の生命・生活を支えつづけていく重要なインフラとしての使命をもち、ラグビーか

らイメージされる団結力で市民・地域・近隣事業体・協力企業などと連携していきながら、

東大阪市に携わる全ての人々を支え、またその活動をつなげ、さらに未来・次世代に引き

継いでいくことができる「健全水道」の実現をめざします。 
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2. 3 つの将来像 

前述の基本理念を基に、厚生労働省の「新水道ビジョン」における水道の将来像「安全・強靭・

持続」の考え方を参考に、本ビジョンにおける「3 つの将来像」を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 8 つの実現方策 

東大阪市の水道事業が目指す 3 つの将来像を実現するために、「8 つの実現方策」を以下のと

おり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 つの将来像 

安全な水道水質の維持向

上、水道施設の再構築と維

持管理により、いつでも、

どこでも、安全・安心な水

を安定してお届けすること

を目指します。 

経営基盤の強化、組織運

営の強化・効率化、お客さ

まサービス向上、環境への

配慮により、持続的な事業

運営が可能な水道を目指し

ます。 

水道施設のレベルアッ

プ、危機管理のレベルアッ

プにより、災害等による被

害を最小限にとどめ、かつ

迅速に復旧できるしなやか

な水道を目指します。 

災害に備えた 
強靭な水道 

健全な経営を 
持続できる水道 

安全・安心・安定 
の信頼される水道 

１．安全な水道水質の維持・向上 

災害に備えた 

強靭な水道 

健全な経営を 

持続できる水道 

安全・安心・安定 

の信頼される水道 

将来像 実現方策 

２．効率的な水道施設の再構築と維持管理 

３．水道施設のレベルアップ 

４．危機管理のレベルアップ 

５．経営基盤の強化 

６．組織運営の強化・効率化 

７．お客さまサービスの向上 

８．環境への配慮 
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4. 18 の施策 

8 つの実現方策を実現するための具体的な取り組みとして、「18 の施策」を以下のとおり設定

します。 

また、平成 30 年 12 月に実施された水道法改正の趣旨、本市水道事業における重点的な施策

推進の必要性、近年の水道事業環境の変化に対する優先度を勘案して、18 の施策のうち６つの

施策を、「重点施策」として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

安全な水道水質 

の維持・向上 

効率的な水道施設の 

再構築と維持管理 

水道施設の 

レベルアップ 

危機管理の 

レベルアップ 

経営基盤の強化 

①水質管理体制の充実 

②鉛製給水管解消の推進 

③貯水槽水道への指導・助言強化と直結給水の推奨 

組織運営の 

強化・効率化 

お客さまサービス 

の向上 

④水道施設の最適な配置・規模での整備【重点施策】 

⑤水道施設の適切な更新・維持管理の推進 

⑥水道施設の防災対策の推進【重点施策】 

⑦危機管理体制の充実【重点施策】 

⑧地域・他事業体・企業との連携の推進 

実現方策 施策 

⑨適切な資産管理の推進 

⑩必要な財源確保の推進【重点施策】 

⑪効率的な組織運営の推進 

⑫水道に精通した人材の育成 

⑬広域連携・官民連携の推進【重点施策】 

⑭広報・広聴手法の充実【重点施策】 

⑮水道サービス・手続の充実 

⑯給水装置工事への対応の向上 

⑰省エネルギーに努めた水運用の推進 

⑱環境へ配慮した事業の推進 
環境への配慮 



 

 

 

5. 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心・安定 

の信頼される水道 

安全な水道水質 

の維持・向上 

効率的な水道施設の 

再構築と維持管理 

 

さ
さ
え
る
・
つ
な
が
る
・
未
来
に
つ
な
ぐ 

 
-
 

健
全
水
道 

東
大
阪 

-
 

【基本理念】 

災害に備えた 

強靭な水道 

①水質管理体制の充実 

②鉛製給水管解消の推進 

③貯水槽水道への指導・助言強化と直結給水の推奨 

④水道施設の最適な配置・規模での整備【重点施策】 

⑤水道施設の適切な更新・維持管理の推進 

将来像 実現方策 施策 

健全な経営を 

持続できる水道 

水道施設の 

レベルアップ 

危機管理の 

レベルアップ 

経営基盤の強化 

組織運営の 

強化・効率化 

-
 
2

8
 -

 

お客さまサービス 

の向上 

⑥水道施設の防災対策の推進【重点施策】 

⑦危機管理体制の充実【重点施策】 

⑧地域・他事業体・企業との連携の推進 

⑨適切な資産管理の推進 

⑩必要な財源確保の推進【重点施策】 

⑪効率的な組織運営の推進 

⑫水道に精通した人材の育成 

⑬広域連携・官民連携の推進【重点施策】 

⑭広報・広聴手法の充実【重点施策】 

⑮水道サービス・手続の充実 

⑯給水装置工事への対応の向上 

⑰省エネルギーに努めた水運用の推進 

⑱環境へ配慮した事業の推進 
環境への配慮 
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6. SDGs（持続可能な開発）への取り組み 

 

◆ SDGs とは？ 

SDGs とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略であり、平

成 27（2015）年 9 月の国連サミットにおいて全会一致で採択された国際社会の共通目標で

す。 

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、令和 12

（2030）年を年限とする 17 のゴールと 169 のターゲットから構成されます。 

法的拘束力はありませんが、先進国・開発途上国を問わず、市民、事業者、行政などあらゆ

る人が参画し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むことが示されていま

す。 
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◆ 東大阪市水道事業の SDGs への取り組み 

SDGs の各目標のうち、６（安全な水とトイレを世界中に）、7（エネルギーをみんなにそし

てクリーンに）、１１（住み続けられるまちづくりを）、１７（パートナーシップで目標を達成

しよう）が目指す目標は、本ビジョンの取り組みとも関わりが深く、持続可能な水道事業の実

現を目指して各施策に取り組むことで、SDGｓの達成に向けた取組を推進していきます。 

 

ゴ ー ル 目  標 関連する実現方策および施策 

 

すべての人々の水と

衛生の利用可能性と

持続可能な管理を確

保する 

１．安全な水道水質の維持・向上 

 施策① 水質管理体制の充実（P.32-34） 

 施策② 鉛製給水管解消の推進（P.35-37） 

 施策③ 貯水槽水道への指導・助言強化と直結給水の推奨

（P.38-40） 

２．効率的な水道施設の再構築と維持管理 

 施策④ 水道施設の最適な配置・規模での整備（P.41-43） 

 施策⑤ 水道施設の適切な更新・維持管理の推進（P.44-46） 

５．経営基盤の強化 

 施策⑨ 適切な資産管理の推進（P.55-56） 

 施策⑩ 必要な財源確保の推進（P.57-58） 

６．組織運営の強化・効率化 

 施策⑪ 効率的な組織運営の推進（P.59-60） 

 施策⑫ 水道に精通した人材の育成（P.61-62） 

 

すべての人々の、安価

かつ信頼できる持続

可能な近代的エネル

ギーへのアクセスを

確保する 

８．環境への配慮 

 施策⑰ 省エネルギーに努めた水運用の推進（P.71-72） 

 施策⑱ 環境へ配慮した事業の推進（P.73-75） 

 

包摂的で安全かつ強

靱(レジリエント）で

持続可能な都市及び

人間居住を実現する 

３．水道施設のレベルアップ 

 施策⑥ 水道施設の防災対策の推進（P.47-49） 

４．危機管理のレベルアップ 

 施策⑦ 危機管理体制の充実（P.50-52） 

５．経営基盤の強化 

 施策⑨ 適切な資産管理の推進（P.55-56） 

６．組織運営の強化・効率化 

 施策⑪ 効率的な組織運営の推進（P.59-60） 

 施策⑫ 水道に精通した人材の育成（P.61-62） 

 

持続可能な開発のた

めの実施手段を強化

し、グローバル・パー

トナーシップを活性

化する 

４．危機管理のレベルアップ 

 施策⑧ 地域・他事業体・企業との連携の推進（P.53-54） 

６．組織運営の強化・効率化 

 施策⑬ 広域連携・官民連携の推進（P.63-64） 

７．お客さまサービスの向上 

 施策⑭ 広報・広聴手法の充実（P.65-67） 

  


